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こども基本法の概要

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存の３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策
推進会議を設置

① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力
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こども家庭庁の必要性、目指すもの

◆ こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織として、こどもと
家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁を創設

◆ 内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制として、移管する定員を大幅に上回る体制を目指す。
◆ こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携

強い司令塔機能

◆ 総理直属の機関として、内閣府の外局とし、一元的に企画・立案・総合調整（内閣補助事務）
◆ 各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必置化
◆ 総理を長とする閣僚会議を一体的に運営、大綱を一体的に作成・推進

法律・事務の移管・共管・関与

◆ 主としてこどもの福祉・保健等を目的とするものは移管
内閣府の子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務や子ども・子育て本部が所掌する事務、
文部科学省の災害共済給付に関する事務、厚生労働省の子ども家庭局が所掌する事務や障害児支援に関する事務などを移管

◆ こどもの福祉・保健等とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管
◆ 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定するほか、総合調整

新規の政策課題や隙間事案への対応

◆ 各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組む

体制と主な事務

成育部門
➢ 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等
➢ 就学前の全てのこどもの育ちの保障
（幼稚園教育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省
とともに策定（共同告示） など）

➢ 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
➢ こどもの安全

支援部門
➢ 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克
服した切れ目ない包括的支援

➢ 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
➢ こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
➢ 障害児支援
➢ いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

➢ こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
➢ 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
➢ データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

こども家庭庁の概要

施行期日 ◆ 令和５年４月１日 2



○ 長官をトップに、長官官房、成育局、支援局の１官房２局体制として、審議官２、課長級ポスト14、室長級ポスト11を設置(併任を除く)。
○ 定員については、組織全体で430人（内部部局350人、施設等機関80人）。

こども家庭庁組織図概要

こども家庭庁長官

長官官房（官房長）

成育局

支援局

サイバーセキュリティ・情報化企画官

総務課

成育基盤企画課

参事官（人事担当）

公文書監理官

参事官（日本版DBS担当）

総務課

保育政策課

総務課

成育環境課

母子保健課

安全対策課

参事官（事業調整担当）

虐待防止対策課

家庭福祉課

障害児支援課

企画官（広報・文書担当）

人事調査官

経理室

認可外保育施設担当室

児童手当管理室

企画官(日本版DBS担当)

企画官(いじめ・不登校防止担当)

企画官(こども若者支援担当)

企画官(ひとり親家庭等支援担当)
国立児童自立支援施設

（きぬ川学院、武蔵野学院）

〈 施 設 等 機 関 〉

〈

内

部

部

局

〉

参事官（会計担当）

参事官（総合政策担当） 少子化対策企画官

【長官官房計 97人】

【成育局計 160人】

【支援局計 93人】

【施設計 80人】

【内部部局計 350人】

【課長級ポスト】 【室長級ポスト】

審議官（成育局担当）

審議官（総合政策等担当）

審議官（支援局担当）

※ は併任ポスト

＊３年時限

企画官（地方連携・ⅮX等担当）
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➢ 各分野の施策を記載

➢ 国・地方公共団体は、施策の進捗状況や実施体制等を客観的に評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣＡサイクルに
基づく取組の適切な実施 等

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針 概要

Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項

Ⅰ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的方向

Ⅲ その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項

（１）成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

①周産期医療等の体制
②小児医療等の体制
③その他成育過程にある者に対する専門的医療等

（２）成育過程にある者等に対する保健

①総論
②妊産婦等への保健施策
③乳幼児期における保健施策
④学童期及び思春期における保健施策
⑤生涯にわたる保健施策
⑥子育てや子どもを持つ家庭への支援

（４）記録の収集等に関する体制等
①予防接種、乳幼児健康診査、学校における健康診断に関する記録の

収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策

②成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報
の収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策

（３）教育及び普及啓発
①学校教育及び生涯学習
②普及啓発

（５）調査研究

関連する統計データと課題を挙げた上で、成育医療等の施策の推進に向けた基本的な考え方や関係者の責務・役割を提示。

➢ 成育医療等の提供に当たっては、医療、保健、教育、福祉などのより幅広い関係分野での取組の推進するため、
各分野における施策の相互連携を図りつつ、横断的な視点での総合的な取組を推進。

➢ 成育過程にある者の心身の健やかな成育の保障、リプロダクティブ・ヘルス・ライツ、こどもの意見を尊重。

➢ 国は、成育医療等に関する施策を総合的に策定・実施。評価指標の作成、PDCAサイクルによる地方公共団体の取組や、
都道府県による広域連携を推進するための適切な支援を実施。
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令和３年２月９日閣議決定（令和５年３月22日改定）

（６）災害時等における支援体制の整備

（７）成育医療等の提供に関する推進体制等
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成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（令和５年３月22日閣議決定）概要

Ⅰ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的方向

２ 成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた
基本的な考え方

• 成育過程にある者の健やかな成育が保障される権利及び
リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康
と権利）を尊重

• こどもの意見を尊重、こどもの最善の利益を優先して考慮
• 妊娠期から子育て期まで、切れ目ない成育医療等を提供
• 成育過程にある者等の視点に立って、需要に的確に対応し、

切れ目ない成育医療等を提供
• できる限り早期に正しい診断が可能となる体制を整備

科学的知見に基づく適切な成育医療等を提供
• 成育過程にある者等に対し、年齢に応じた適切な情報提供

安心してこどもを生み、育てられる環境を整備

３ 関係者の責務及び役割

○ 国は、成育医療等の施策を総合的に策定・実施
• こども家庭庁（成育基本法所管）による総合調整
• 施策の実施状況等に関する評価指標を作成

○ 自治体は、地域の特性に応じた施策を策定・実施
○ 国は、地方公共団体における取組（例：基本方針を踏ま

えた計画の策定・実施、都道府県内の関係者による協議
の場など）を適切に支援

○ 国、地方公共団体、医療関係者等は、成育基本法に定め
る基本理念の実現を図るため連携・協力

１ 成育医療等の現状と課題

• 妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は、世界有数の低率国
妊産婦：2.5/10万、乳児：1.7/千、幼児：13.8/10万（令和３年）

• 少子化の進行 出生数：約81万人（令和３年、過去最少）

• 妊産婦・こどものメンタルヘルス、10代の妊娠、児童虐待
等の課題

※下線部は、主な改定箇所 Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項

１ 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

（１）周産期医療等の体制

• 周産期医療体制に関する医療計画への記載、関係者の協議
• 妊娠・出産・産後のケア、産後ケア事業・妊産婦健診の

広域的な調整、流産・死産を経験した方に対する支援等に
関する、都道府県内の関係者間の連携

• 精神疾患を合併する妊産婦への医療体制確保
• 災害や新興感染症のまん延に備えた、継続的な提供体制
• 産科区域の特定が望ましい中、医療機関の適切な体制整備
• 地域医療構想・医師確保計画を踏まえた、集約・重点化
• 医療従事者の勤務環境改善、助産師と医師の連携

（助産師活用推進事業、院内助産・助産師外来の推進）

（２）小児医療等の体制

• 小児医療体制に関する医療計画への記載、関係者間の協議
• かかりつけ医機能普及、救急体制や#8000事業の整備
• 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に係

る施策と連携、小児在宅医療・小児在宅歯科医療体制充実
• 医療従事者の勤務改善、医療機関・薬局の従事者間の連携
• 災害や新興感染症のまん延に備えた、継続的な提供体制
• 小児科区域の特定が望ましい中、適切な体制整備

（３）その他成育過程にある者に対する専門的医療等

• 小児・AYA世代のがん患者に必要な医療・相談支援体制に
関する、都道府県がん対策推進計画への記載、関係者間の
連携

• 小児がんや小児慢性特定疾病等に係る小児用医薬品等の
開発を推進

• 全国の小児医療機関から情報収集等を行い、
小児を対象とした医薬品の適正使用等を推進

• 小児生活習慣病の予防を推進
• 移行期医療、治療法確立に向けた研究 等、小児慢性特定疾

病等に係る施策を推進
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２ 成育過程にある者等に対する保健

（１）総論

• 不妊、予期せぬ妊娠、性感染症等への相談支援
男女ともに、性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、
健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアの推進
を含め、切れ目のない支援体制を構築

• 相談支援体制の整備、電話・オンライン相談の推進

• 妊娠・出産・産後のケア、産後ケア事業・妊産婦健診の
広域調整、流産・死産を経験した方に対する支援等に
関する、都道府県内の関係者間の連携

• 母子保健情報のデジタル化と利活用を推進し、
健康管理を充実、母子保健事業の質を向上

（２）妊産婦等への保健施策

• 関係者が連携し、バイオサイコソーシャルな悩み等
に対する、性や生殖に関する専門的な相談支援等を推進

• 妊婦健診における公費負担の推進、出生前検査（NIPT
等）や妊婦健診での感染症検査に係る適切な情報発信

• 産後のメンタルヘルスにおける多職種連携を推進

• 産前・産後サポート事業を推進

• 産後ケア事業の全国展開等に向け、広域的な連携支援
（都道府県）、体制整備・周知（市町村）を支援

• 若年妊婦・特定妊婦、多胎妊産婦への支援

• 妊産婦健診の受診勧奨、妊産婦の歯科健診を推進

• 妊娠・授乳中の薬物治療に関する相談支援体制を整備、
相談を通じて知見を収集、医薬品の適正使用等を推進

（３）乳幼児期における保健施策
• 先天性代謝異常等への対応（新生児マススクリーニング検査に

よる早期発見、その後の治療・生活指導等）を推進
• 母子保健事業（乳幼児健診等）を活用した子育て支援を推進
• 乳幼児健診の推進、学童期及び思春期までの切れ目ない健診等の

実施体制整備に向けた検討
• 関係者が連携し、乳幼児健診等の精度管理や広域的支援を推進
• 乳幼児期の難聴に関する総合的な体制整備を推進
• ３歳児の視覚検査に屈折検査機器を導入する市町村を支援
• 乳幼児・保護者に対する栄養指導や、乳幼児への食育を推進
• 乳幼児・保護者に対する、医薬品の適正使用等を推進
• 供給体制確保やワクチンの普及啓発等、予防接種を推進

（４）学童期及び思春期における保健施策
• 健康教育や食育を推進
• 妊娠・出産等に関する正しい知識の普及を学校教育段階から推進
• 学校・保健所等で、性に関する科学的知識、性情報への対処や互

いを尊重し合う人間関係など様々な観点から、教育・相談支援等
• 予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等へのアウトリーチ

やSNS活用による支援、里親制度・特別養子縁組制度の普及啓発
• こどもの心の診療ネットワーク事業を推進
• 側湾症等の早期発見・支援につなげる環境整備に向けた検討
• 保育所・幼稚園における障害のあるこどもの受入体制を整備
• 障害のあるこどもの福祉や栄養管理に係る相談支援体制を整備
• こどもの性と健康の問題において、学校医、小児科医、産婦人科

医、性と健康の相談センター、精神保健福祉センター等の連携

（５）生涯にわたる保健施策
• 女性ヘルスケアやがんなどの健康教育・普及啓発を推進
• 性と健康の相談センター事業により、プレコンセプションケアを

推進、不妊症・不育症に関する情報提供・相談体制を強化

（６）子育てやこどもを育てる家庭の支援
• 出産や子育てに悩む父親に対する支援を推進
• 児童福祉法等改正法により、子育て世帯への支援体制強化を推進（こども家庭センター、子育て世帯の身近な相談機関）
• 妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援、経済的支援の一体的実施の着実な推進
• いわゆる「こどもホスピス」などの、小児がんの患者や小児慢性特性疾病を抱える児童等が家族や友人等と安心して過ごす

ことができる環境の整備について検討
6



Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項

３ 教育及び普及啓発

• 妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の普及・啓発
を学校教育段階から推進

• 「健やか親子２１」を基本方針に基づく国民運動として位置付け、
子育て当事者・国民全体への普及啓発を促進

４ 記録の収集等に関する体制等

• PHR（Personal Health Record）、健康等情報の電子化・標準
化を推進、母子保健情報のデジタル化と利活用による健康管理の
充実や母子保健事業の質向上

• 予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的とした
Child Death Review（ＣＤＲ）について、体制整備に向け検討

• ICTの活用による各種施策の推進

• 母子保健事業におけるオンライン化・デジタル化等に関する、
システム等の導入・運用を推進

５ 調査研究

• こども等の視点も踏まえた調査研究の推進、
シンクタンク機能の充実

６ 災害時等における支援体制の整備

• 災害時に必要な物資の備蓄・活用を推進

• 災害時小児周産期リエゾンの養成、災害時の患者搬送
等を円滑に行う体制の構築

• 新型コロナ対応も踏まえ、オンライン化・デジタル化
等を引き続き推進

• 新興感染症患者を受け入れる周産期・小児医療機関の
設定等について、状況把握・検証、必要な検討を実施

７ 成育医療等の提供に関する推進体制等

• 優良事例の横展開、調査研究の推進等

Ⅲ その他の成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項

• 国は、成育医療等の施策について客観的に検証・評価し、必要な取組について検討

• 今回の基本方針は、令和５～10年度の６年程度を１つの目安として策定
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2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

成育医療等基本方針

健やか親子２１（第２次）

成育医療等基本方針を
踏まえた計画

（参考）医療計画

成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定期間等について

8※ 医療計画の期間（2024～2029年度）については、一部、第２次成育医療等基本方針の期間（2023～2028年度）を外れる期間があるが、

当該期間についても第２次成育医療等基本方針と整合的なかたちで基本方針を踏まえた計画を策定することを想定。

医療計画等他の計画と調和を保った上での計画の策定が望ましいことから、計画の策定期間については医療計画と 同様の期間（2024～

2029年度）とすることが望ましい。（地域の実情に応じて適宜設定して差し支えない）

第１次 第２次

基本方針に基づく
国民運動に位置づけ

次期基本
方針策定

★

★
自治体

（都道府県
・市町村）

次期計画
策定

国
策定指針

策定

★

医療計画等
と調和

※

中間評価
◆

最終評価
◆★

◆ 評価時点で入手可能な最新のデータを評価を実施。評価に資するよう、適切に目標値を設定

中間評価
◆ ◆★

最終評価

次期基本
方針策定

自治体
次々期

計画策定

第７次 第８次

★
都道府県
計画策定

国
指針策定

★



成育医療等基本方針に基づく評価指標 その１

令和５年３月22日に閣議決定された「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」（成育医療等基本方針）に基づき、
施策の実施状況等を客観的に検討・評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣＡサイクルに基づく取組を適切に実施するための評価指標を策定。

アウトプット アウトカム（健康行動） アウトカム（健康水準）

周産期

①妊産婦の保健・
医療提供体制

◆ 産科・新生児科医師数、助産師数
◆ 母子保健事業について妊産婦に個別に情報提

供する周産期母子医療センター数
◆ 妊婦の身体的・精神的・社会的状況について

把握し、必要な支援を実施
◆ 里帰り出産について里帰り先の市町村・医療

機関との連携体制

◆ 母体・新生児搬送数の受入困難事例数
◆ 妊娠11週以内での妊娠届出率

◆ 妊産婦死亡率
◆ 新生児死亡率

②産後うつ ◆ 妊娠中の保健指導で、産後のメンタルヘルス
について、妊婦等に情報提供

◆ ハイリスク妊産婦連携指導料の届出
◆ 精神科医療機関を含めた地域の関係機関との

連携体制

◆ 産後ケア事業の利用率 ◆ 産後1か月時点での産後うつハイ
リスク者の割合

③低出生体重児 ◆ 20～30歳代女性の痩身の割合

◆ 妊婦・妊娠中のパートナーの喫煙率

◆ 全出生数中の低出生体重児の割合

④妊産婦の口腔 ◆ 妊産婦の歯科健診の実施 ◆ 妊産婦の歯科健診・保健指導受診率

⑤流産・死産 ◆ 流産・死産情報の把握体制

乳幼児期

①小児の保健・
医療提供体制

◆ 小児人口当たりの小児科医師数
◆ 乳幼児健康診査後のフォロー体制
◆ 乳児のSIDS死亡率

◆ 小児救急搬送の受け入れ困難事例数
◆ かかりつけ医（医師・歯科医師など）を

もっているこどもの割合

◆ 小児の死亡率の減少

②乳幼児の口腔 ◆ かかりつけ医（医師・歯科医師など）を
もっているこどもの割合【再掲】

◆ 保護者がこどもの仕上げみがきをしている

◆ むし歯のない３歳児の割合

学童期・思春期

①こどもの生活
習慣

◆ 朝食を欠食するこどもの割合
◆ 1週間の総運動時間が60分未満の児童の割

合
◆ 中学生・高校生の飲酒者・喫煙者の割合

◆ 児童・生徒の痩身傾向児の割合
◆ 児童・生徒の肥満傾向児の割合
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成育医療等基本方針に基づく評価指標 その２

アウトプット アウトカム（健康行動） アウトカム（健康水準）

学童期・思春期 (続き)

②こどもの心の
健康

◆ スクールカウンセラーを配置している学校の割
合

◆ 親子の心の問題に対応できる小児科医の割合
◆ 子どものこころ専門医の割合

◆ 十代の自殺死亡率

③プレコンセプ
ションケア

◆ 十代の人工妊娠中絶率
◆ 十代の性感染症罹患率

④学童期・思春期
の口腔

◆ う蝕のない十代の割合
◆ 歯肉に疾病・異常がある十代の割

合

⑤障害児（発達障
害児を含む）等

◆ 育てにくさを感じる親への早期支援体制整備支
援

◆ 発達障害児の療育を提供できる施設数
◆ 小児の訪問看護ステーション数
◆ 医療的ケア児受け入れ保育所等施設数
◆ 医療的ケア児支援センターの設置
◆ 医療的ケア児等コーディネーターの配置
◆ 移行期医療支援センターの設置

◆ 放課後児童クラブ登録児童数のうち障
害児の割合

◆ 小児の訪問看護利用者数

全成育期

①こどもの貧困 ◆ スクールソーシャルワーカーを配置している学
校の割合

◆ こどもの貧困率
◆ ひとり親世帯の貧困率

②児童虐待 ◆ 妊婦健康診査・乳幼児健康診査の未受診者を把
握・支援する体制

◆ 乳幼児期に体罰等によらない子育てをする親の
割合

◆ 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合

◆ 出生０日児の虐待死亡数
◆ 児童虐待による死亡数

③ソーシャルキャ
ピタル

◆ この地域で子育てをしたい親
◆ ゆったりとした気分でこどもと過

ごせる時間がある保護者
◆ 地域子育て支援拠点事業の実施数

④父親支援 ◆ こどもを持つ夫の家事・育児関連時間

⑤PDCAサイクル ◆ 成育医療等基本方針を踏まえた協議の場の設置
◆ 成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定
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１．現状

健やか親子２１は、20世紀の母子保健の取り組み成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子
保健に関する取組を推進する国民運動計画であり、21世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョンである。

２．成育医療等基本方針における健やか親子２１の位置づけ

今般の成育医療等基本方針において、成育医療等基本方針に基づく国民運動として位置づけられ、成育医療等
基本方針に基づく医療、保健、教育、福祉などのより幅広い取組を推進するものとされている。健やか親子２１

の位置づ 成育医療等基本方針において、成育医療幅広い取組
３．令和５年度以降の方向性

成育医療等基本方針に基づく取組の推進を図る観点から、以下の見直しを行う。

① 健やか親子２１推進本部幹事会（以下「幹事会」という。）について、こども家庭審議会成育医療等分科
会（令和４年度までの成育医療等協議会）との連携を図りながら、運営する。

※ 主として、成育医療等分科会は国の取組を、幹事会は自治体や関係団体等の取組を促すこととする。

② 成育医療等分科会において報告される成育医療等基本方針に係る評価指標等の自治体別データについて健
やか親子２１のホームページに一元的に掲載し、自治体の取組を支援する。

③ 「母子保健家族計画事業功労者表彰」、「健康寿命をのばそうアワード」等の位置付けを見直し、いずれ
も成育医療等基本方針の保健分野に関する取組に係る自治体、団体、企業、個人への表彰とする。
※ 幹事会において選考を行い、健やか親子２１推進本部総会において被表彰者の取組等を発表する。

④ 幹事会に専門部会を設置し、健やか親子２１のホームページに掲載する母子保健情報のコンテンツの質の
担保を図る観点から議論を行う。

「健やか親子２１」の今後の方向性について
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健やか親子２１全国大会・健やか親子２１内閣府特命担当大臣表彰について

【概要】

○ 成育医療等基本方針に基づく国民運動の一環として、成育過程にある者の心身の健やかな成育や妊産婦の健康の保持・
増進に寄与する取組を推進している個人・団体・自治体・企業を表彰。あわせて、こうした取組についての講演やシンポ
ジウムを実施。（令和５年11月９日（木）～10日（金）栃木県にて開催）

＜特別講演＞

演題：成育医療等基本方針を踏まえたこれからの母子保健父親支援を考える

講師：上原 里程 国立保健医療科学院 疫学・統計研究部部長

＜シンポジウム＞

テーマ：関係機関の顔の見える連携 親の不安に地域で寄り添う体制づくり～

基調講演 講師： 秋山 千枝子（あきやま子どもクリニック院長）

健やか親子２１全国大会について

【健やか親子２１内閣府特命担当大臣表彰について】

〇 功労者表彰：成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増
進に寄与する取組に長年携わり、地域社会全体でこどもの健やかな成長を見守り育む地域
づくりに貢献している個人及び団体を表彰するもの

〇 健やか親子表彰：国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、

先駆的な取組により、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持

及び増進に寄与する自治体・団体・企業を表彰するもの。
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●オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン 11/1(水)~30(木)
こどもの命を守る社会に向けた最重要課題の一つである「児童虐待防止」に、社会全体で取り組むための集中的な広報・啓発活動。

●こども基本法から考えるこどもまんなか社会シンポジウム 11/5(日)
こども・若者・有識者などが参加し、こども基本法から考える「こどもまんなか社会」についてのシンポジウム。

● 健やか親子21全国大会 11/9(木)、10(金)
成育医療等基本方針に基づく国民運動の一環として、成育過程にある者の心身の健やかな成育や妊産婦の健康の保持・増進に寄与する

取組を推進している個人・団体・自治体・企業を表彰。あわせて、こうした取組についての講演やシンポジウムを実施。

●未来をつくる こどもまんなかアワード
「こどもまんなか社会」の基本理念に沿う取組を実施する、こども・若者自身及びその支援者を表彰することを通じ、こうした活動に対する国民
の理解を増進させるとともに、当該団体や個人の活動をより活性化させるため、表彰を実施。

【自治体との連携】

●「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム
こどもや子育てにやさしい社会づくりを推進する取組が広がるよう、自治体と連携して開催。

和歌山県、神奈川県、岡山県奈義町、埼玉県をはじめとし、来年３月までに全国で10自治体程度を予定。

こども家庭庁の主な取組一覧

「こどもまんなか月間」とは、こども施策に関するキャンペーンや表彰等を取りまとめ、
春と秋に広報の集中取組期間として設定したもの。
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